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１．調査の背景・目的

●検討の背景
•低炭素社会づくり行動計画（2008年7月29日閣議決定）に言及されているように、我が国では、食料

、エネルギーについての「地産地消」（エネルギーは化石燃料の利用削減と再生可能エネルギーの
利用拡大）の実現への期待が高まってきている。食料、エネルギーの地産地消が地域経済循環を
活発化し 地域活性化に結びつく との期待である活発化し、地域活性化に結びつく、との期待である。

•また、最近の急激な原油高騰について、海外への所得移転に伴う我が国経済への悪影響を回避す
るため、経済対策として「更なる省資源型経済への移行」の必要性が指摘されている（平成20年版
経済財政白書）。
•他方、平成20年の地球温暖化対策推進法の改正により、地方公共団体実行計画に地域全体の総

合的対策を盛り込むことが義務化され、かつ、①再生可能エネルギーの利用促進、②地域の事業
者、住民の活動促進、③公共交通機関の利用促進、緑化等の地域環境の整備、④循環型社会の
形成 の4項目については必須の記載事項とされた形成、の4項目については必須の記載事項とされた。

•これらの地方公共団体の地球温暖化対策の推進により、化石燃料の移入額の減少等を通じ化石燃料の移入額の減少等を通じ、、冒頭冒頭
述べたとおり当該地方公共団体の地域経済循環を活性化する可能性述べたとおり当該地方公共団体の地域経済循環を活性化する可能性があるが、定量的な分析は
乏しいのが実情である。

●検討の目的
•そこで、地球温暖化対策と地域経済循環との関係について、有識者の検討会を開催し、定量的な
分析等を行うこととする。

•また、検討会においては地域経済循環の観点から都市構造対策を円滑化する手法の検討も行うこ
ととする
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２－１．検討の内容

２．調査の全体像(1)

（１）地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析

省エネルギ の実施 再生可能エネルギ の導入等の地球温暖化対策を実施省エネルギーの実施、再生可能エネルギーの導入等の地球温暖化対策を実施
した場合、

•エネルギー費用の削減
•再生可能エネルギーや省エネ関連産業の生産額の増加•再生可能エネルギーや省エネ関連産業の生産額の増加

等によってどのように地域経済循環が変化するか、地域産業連関表を用いて推計
を行う（温室効果ガスの排出削減量の推計も含む。）。

また グリーン電力証書の活用等の地球温暖化対策による域外所得の獲得につまた、グリ ン電力証書の活用等の地球温暖化対策による域外所得の獲得につ
いて、地域経済への効果を検討する。

（２）地域経済循環の観点から都市構造対策を円滑化する手法の検討（２）地域経済循環の観点から都市構造対策を円滑化する手法の検討
～都市開発と緑地保全・創出等のリンケージ等について～

集約的都市構造の構築や風の道の確保などの都市構造対策が地球温暖化対集約的都市構造 構築 風 道 確保 都市構造対策 球温暖化対
策として有効とされている。

このため、地域経済循環の観点から、この都市構造対策を円滑化する手法を検
討する。

この際、海外事例の調査、具体的な制度の在り方について検討を行う。
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※検討成果については、年度内に策定する予定である地方公共団体実行計画策定マニュアルに反映する。



２．調査の全体像(2)

２－２．検討全体フロー

（１）地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析
 ２．地球温暖化対策の地域経済循環への影響に関する分析  １．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等） 

（１）前提条件の想定 

・ 温暖化対策の地域経済へ

の影響の類型・構造の整理

・ 分析対象とする仮説群の

想定

（２）ケーススタディの実施 

・ 対象地域の選定／データ収集 

・ エネルギー地産地消シナリオ想定 

⇒実施対策種類、対策効果（CO2 削減効果、化

石燃料代替効果） 対策実施率 コスト等

温暖化対策実施 
（化石燃料等の消費構造変化）

地域経済循環
どのように影響するか？

（１）データ収集 

・ 一人あたり化石燃料消費データ 
（２）地域間比較 

・ 一人あたり化石燃料消費の地域間比較

地域 A の一人あた

り化石燃料消費等 

どの程度差異があるか？

 
どのような地域特性が 
影響しているか？ 

地域 B の一人あた

り化石燃料消費等

想定

 
石燃料代替効果）、対策実施率、コスト等

・ 影響分析 

⇒分析フレーム想定、経済影響効果算定 

あ り 燃料消費 タ

・ 地域特性（産業特性、気候特性、

都市構造等）に関するデータ 

人あたり化石燃料消費の地域間比較

・ 地域差と関係のある地域特性に関する

考察 

（２）地域経済循環の観点から都市構造対策を円滑化する手法の検討

 ３．地域経済循環の観点から都市構造対策を円滑化する手法の検討域経済循環 観点 都市構造対策を 滑 する手法 検討

（１）関連動向の整理 

・ アメリカにおける開発権移転について

の考え方・仕組みの整理 

・ 我が国における容積移転の手法整理 

開発権移転 容積移転に関する政策検討

（２）スキーム検討 

・ 都市開発の在り方に関する情報

整理 
・ 環境開発権取引を実現するため

・ 開発権移転・容積移転に関する政策検討

動向の整理 

 

 環境開発権取引を実現するため

の法的・制度的課題の整理 
・ 環境開発権取引のスキーム検討
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－１．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等）

（１）化石燃料消費の地域差（その１）

・原油価格は、資源枯渇の長期的なトレ
ンドのなかで、将来的には高騰すること
が予想されている。

⇒例．IEAは、原油価格が中長期的には
1バレル200ドルまで上昇すると予想。（出
典：『WORLD ENERGY OUTLOOK
2008』IEA）』 ）
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－１．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等）

（１）化石燃料消費の地域差（その２）

・一方、燃料消費は、気候特性、産業構造、都市構造等の地域特性により差異があり、その地
域差は 地域間で大きい
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－１．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等）

（１）化石燃料消費の地域差（その２）
気候差異

60

70

費
量

⇒例．家庭でのエネ消費は、寒冷地
（気候区分Ⅰ～Ⅲ）では、温暖地（同Ⅳ
～Ⅴ）の１．５～２倍程度。（右図）
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－１．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等）

（１）化石燃料消費の地域差（その２）

⇒例．都市構造やインフラ整備状況等の違いにより、ガソリン消費（およびそれに伴う
CO2排出量）等に差異がみられるCO2排出量）等に差異がみられる。

ＤＩＤ人口密度と運輸旅客（自動車）一人当たり排出量
＜2005年、特例市等＋都道府県庁所在地＞

CO2㌧/人 改良済都市計画道路延長と旅客（自動車）ＣＯ２排出量
＜2005年 一人当たり 特例市等+都道府県庁所在地＞CO2㌧/人＜2005年、特例市等＋都道府県庁所在地＞
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－１．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等）

（２）化石燃料消費の経済インパクト

・化石燃料は、基本的には域外からの移入であり、所得流出となるが、これの地域経済への
インパクトは小さくなく 化石燃料の大量消費を続けるのは 温暖化対策の面のみならず 地インパクトは小さくなく、化石燃料の大量消費を続けるのは、温暖化対策の面のみならず、地
域経済にとっても悪影響を及ぼすのではないか。

⇒エネルギ 消費が 家計与える影響（負担）には地域差⇒エネルギー消費が、家計与える影響（負担）には地域差

・寒冷地では光熱費が家計に与える影響が大きい

EX.世帯あたりの全消費支出に占める光熱費の割合
（家計調査年報H19）

【秋田】
6.8％

【東京】
4 5％＞（家計調査年報H19） 6.8％

22万円
319万円

4.5％

15万円
339万円

＞

・自動車依存度の高い地域では、ガソリン代が家計に与える影響が大きい

EX．世帯あたりの全消費支出に占めるガソリン支出の割合
（家計調査年報H19 ） 【富山】

2 6％
【東京】

＞
2.6％

9.3万円
363万円

0.5％

1.8万円
339万円
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・今後、原油価格高騰、地方経済への悪化等の諸要因により、負担が更にます恐れがある。



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－１．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等）

（3）地域経済の疲弊と地域間格差

•景気停滞、財政圧迫、公共事業減少といった流れの中、地方の地域経済は疲弊しており、
東京等との大都市圏との地域格差はますます広が ている東京等との大都市圏との地域格差はますます広がっている。

⇒公共投資が県内総生産に占める割合は、7倍程度の地域差⇒公共投資が県内総生産に占める割合は、7倍程度の地域差
⇒公共投資の多い地域では、大幅な事業費の減少がみられる。（下図）

出典；国交省 建設工事受注動態統計

近年
増減率

県内総生産に占める公共事業費の割合
公共事業費の増減率の推移 島根県
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億円 億円 ％ ％
1 島根県 　　　 20,923 1,514 7.2 -42.2
2 北海道 　　　 170,247 10,644 6.3 -21.1
3 宮崎県 　　　 30,777 1,892 6.1 -45.9
4 新潟県 　　　 83,878 5,066 6.0 -20.3
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－１．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等）

（3）地域経済の疲弊と地域間格差

•国からの所得移転の重要な柱であった公共事業が減少し、県民経済に占める公共事業
費率が高い地域と東京都等との県民所得格差が拡大費率が高い地域と東京都等との県民所得格差が拡大。

⇒公共事業比率が高い県の県民所得の伸びは低い傾向、一方で、大都市では一定の伸び、特公共事業比率が高 県の県民所得の伸びは低 傾向、 方で、大都市では 定の伸び、特
に東京都の所得の伸びは突出

出典；内閣府 県民経済計算

１人あたり県民所得の増減率の推移 島根県１人あたり県民所得の増減率の推移
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－１．現状分析（エネルギー消費構造の地域差に関する考察等）

（３）地域経済の疲弊と地域間格差

•本社機能の集中する東京都や観光業が成り立つ地域等を除き、域外からの所得獲得は、
農業と製造業に頼らざるを得ないが 公共事業比率が高い地域ほど 製造業が弱い傾向農業と製造業に頼らざるを得ないが、公共事業比率が高い地域ほど、製造業が弱い傾向
にある。

•今後、化石燃料の消費は、疲弊した地域経済をますます圧迫する要因のひとつとなるの
ではないかではないか。

各地域の1人あたり製造業産出高と公共事業比率（2004年度）

出典；松谷明彦 2020年の日本人
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出典；松谷明彦 2020年の日本人



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－２．地球温暖化対策による地域活性化に関する分析

（１）分析の背景、ねらい

・地域の主要産業が公共事業に依存しており、地域を支える産業を持たない地域などにとって

は 域内経済循環の活性化 域外所得の獲得の方策を見出すことが急務であるが 地球温暖は、域内経済循環の活性化、域外所得の獲得の方策を見出すことが急務であるが、地球温暖

化対策がその一つの有力な候補となりうる可能性がる。

・地球温暖化対策により期待される地域経済活性効果としては、例えば、以下のようなものが考

えられる。

⇒太陽光発電等の関連装置産業や林業などの活性化

⇒住宅・建築物の断熱改修工事等の需要創出

⇒公共交通促進等による域内事業者の活性化

⇒上記対策に伴う、化石燃料移入額の減少

⇒グリ ン電力証書やＶＥＲなどの環境価値の移出 等⇒グリーン電力証書やＶＥＲなどの環境価値の移出 等

・本分析は、上記のような地球温暖化対策が地域に与える経済効果を産業連関表等を用いて、

定量的に明らかにすることを目指すものである。

・なお 検討対象とする地球温暖化対策の種類については 地域の自然資本の活用 地場産業

13

・なお、検討対象とする地球温暖化対策の種類については、地域の自然資本の活用、地場産業

との連結等、地域経済の活性化等を念頭において選択する。



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－２．地球温暖化対策による地域活性化に関する分析

（２）温暖化対策の地域経済への影響の構造・類型の整理

ここでは、温暖化対策の地域経済への影響構造・類型の全体像について、一般論として、
定性的に整理する

●温暖化対策の地域経済への影響構造の整理

省 ギ 策省 ネ ギ 対策 能 策生 能 ネ対策温暖化対策

定性的に整理する。

省エネルギー対策省エネルギー対策

域内ｴﾈ需要
主体のエネ費

再生可能エネ対策再生可能エネ対策

域外エネ事業者*
へ支払うエネ費用

化石燃料の移
入額減少（市内

温暖化対策
（エネ地産地消） 域外所得獲得**

グリーン電
力証書等の再生可能エ主体のエネ費

用削減

へ支払うエネ費用
が域内関連産業

に移転

入額減少（市内
所得の増加）

域内事業者へ

力証書等の
販売（環境

価値の創出）

再生可能エ
ネの販売

エネ中間需
要事業者の
生産額増

域内事業者へ
の経済効果（直

接効果）

域内エネ供給
事業者の生

産額増

その他関連産業（機
器販売メーカー等）

の生産額増

生産コスト削減
⇒低価格供給
⇒需要増

⇒生産額増

域内家計への
経済効果（直接

効果）

域内エネ 終需
要主体の可処分

所得増加

域内の雇用者所
得増加

域内事業者の
生産誘発

ガ

間接波及
効果

グ

14

*化石燃料供給事業者（電力、ガス等）は、域外事業者と仮定 **グリーン電力証書等を域外に移転した場合



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－２．地球温暖化対策による地域活性化に関する分析

（２）温暖化対策の地域経済への影響の構造・類型の整理

●温暖化対策の地域経済への影響類型の整理●温暖化対策の地域経済への影響類型の整理

直接効果

⇒中間投入としてのエネルギー費用の削減 

（およびそれに伴う生産額増） ①域内事
直接効果

⇒域内再生可能エネ供給事業者の生産額増 

⇒域内関連事業者（機器メーカー等）の生産額増 

業者への

経済効果 

間接効果 上記生産増に伴う生産誘発間接効果 記 産増 伴う 産誘発

②域内家計への経済効

果 

⇒ 終消費としてのエネルギー費用の削減 

（およびそれに伴う可処分所得増） 

⇒①の結果としての雇用者所得増⇒①の結果としての雇用者所得増

③域外所得の獲得 
⇒再生可能エネ等の域外主体への販売による所得獲得 

⇒環境価値の域外主体への販売による所得獲得 
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－２．地球温暖化対策による地域活性化に関する分析

（３）温暖化対策の地域経済への影響に関する分析方針

温暖化対策 関連事象（プレーヤー） 経済効果 分析方針分析方針

 

 

 

  

森林バイオマス

エネ活用 

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ供給増（林業） 

木質ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈ供給増（ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈ事業者）

燃 料 供

給 構 造

の転換

化石燃料供給減（電ガ 石油）

林業・ﾊﾞｲ

ｵ ﾏ ｽ ｴ ﾈ事
業者の生
産額増／

電ガ・石
油産業減

生
産
誘
発
効
果 

①温暖化対策の影響
の全体像を定性的に（ 

 

 

 

エネルギー消費減（各産業）

エネルギー消費減（家計） 

化石燃料供給減（電ガ・石油）

燃 料 需

要 構 造

の転換

域内産業
のエネ費
用削減に

伴う生産
増

雇
用
者

※ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈ効率

が既存ｴﾈ効率を

の全体像を定性的に
整理

②上記①のうち 終

（
定
性
分

 

 

 

 

移 出 入

構 造 の

転換

域外へのﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈ移出増（ﾊﾞｲｵｴﾈ事業者）

域外への環境価値移出増（ﾊﾞｲｵｴﾈ事業者）

者
所
得
・
可
処
分
所
得
増

域内付加
価値向上

上回る場合 ②上記①のうち、 終
需要の変化として想定
できる範囲について
定量的に分析

分
析
）

 

 

 

 

域外からの化石燃料移入減（電ガ・石油）

関 連 産

業 の 生

産 構 造

転換 

ﾊﾞｲｵﾏｽｴﾈ関連機器販売増（機械・建設）

化石燃料関連機器販売減（機械・建設）

関連機器
産業等の

生産額の
増減 

・
営
業
余
剰
増

※基本的には、既存の産業
連関表を用いて分析を行う
こととし、生産構造の変化を
伴う影響等については

 

化石燃料関連機器販売減（機械・建設）

産業連関各部門における 地域経済 の

伴う影響等については、
当面は取り扱わない

⇒詳細後述、要議論点

（定量分析）
16

産業連関
分析

各部門における
終需要の変化

地域経済への
波及効果

（定量分析）



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（１）対象地域

高知県を対象にケーススタディを行う。

⇒選定理由① 公共事業比率が高いこと

県内総生産に占める公共事業費(’05）

【高知県】 ５ ４％ （全国第６位） 【全国平均】 ２ ２％

⇒選定理由② 地域の基幹産業を担う製造業の立地に課題があること

製造業の生産額（人口１人あたり）

【高知県】 ５．４％ （全国第６位） 【全国平均】 ２．２％

⇒選定理由③ 太陽光・森林バイオマス等の自然エネルギーの潜在量が高いこと

【高知県】 285千円（第４５位） 【全国平均】 849千円

太陽光発電年間発電量（日射量）

【高知県】 1,115kWh/kW（第１位）

【全国平均】 990kWh/kW【全国平均】 990kWh/kW
森林面積および総面積に占める森林面積割合

【高知県】 592,146ha（第１１位） 83.3％（第１位）

【全国平均】 520 702h 64 8％

17

【全国平均】 520,702ha 64.8％



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（２）活用データ

高知県産業連関表（H12）を用いて分析を行う。

小分類表の部門一覧

001 耕種農業

002 畜産

003 農業サービス

林業

027 医薬品

028 化学 終製品(除医薬品)

029 石油製品

炭製品

053 電子応用装置･電気計測機

054 半導体素子･集積回路

055 電子部品

重電機器

079 道路輸送

080 自家輸送

081 水運

航空輸送

中分類表の部門一覧

01 耕種農業

02 畜産･その他の農業

03 林業

20 その他の製造工業製品

21 建築

22 土木 004 林業

005 漁業

006 金属鉱物

007 非金属鉱物

008 石炭

009 原油･天然ガス

010 食料品

030 石炭製品

031 プラスチック製品

032 ゴム製品

033 なめし革･毛皮･同製品

034 ガラス･ガラス製品

035 セメント･セメント製品

036 陶磁器

056 重電機器

057 その他の電気機器

058 乗用車

059 その他の自動車

060 船舶･同修理

061 その他の輸送機械･同修理

062 精密機械

082 航空輸送

083 貨物運送取扱

084 倉庫

085 運輸付帯サービス

086 通信

087 放送

088 公務

03 林業

04 漁業

05 鉱業

06 食料品

07 繊維製品

22 土木

23 電力･ガス･熱供給

24 水道･廃棄物処理

25 商業

26 金融･保険
010 食料品

011 飲料

012 飼料･有機質肥料(除別掲)

013 たばこ

014 繊維工業製品

015 衣服･その他の繊維製品

016 製材･木製品

036 陶磁器

037 その他の窯業･土石製品

038 銑鉄･粗鋼

039 鋼材

040 鋳鍛造品

041 その他の鉄鋼製品

042 非鉄金属製練･精製

062 精密機械

063 その他の製造工業製品

064 再生資源回収･加工処理

065 建築

066 建設補修

067 公共事業

068 その他の土木建設

088 公務

089 教育

090 研究

091 医療･保健

092 社会保障

093 介護

094 その他の公共サービス

08 製材･木製品･家具

09 パルプ･紙･紙製品

10 出版･印刷

11 化学製品

12 石油･石炭製品

27 不動産

28 運輸業

29 自家輸送

30 通信･放送

31 公務
017 家具･装備品

018 ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙･板紙･加工紙

019 紙加工品

020 出版･印刷

021 化学肥料

022 無機化学基礎製品

023 有機化学基礎製品

043 非鉄金属加工製品

044 建設･建築用金属製品

045 その他の金属製品

046 一般産業機械

047 特殊産業機械

048 その他の一般機器

049 事務用 サ ビス用機器

069 電力

070 ガス･熱供給

071 水道

072 廃棄物処理

073 商業

074 金融･保険

075 不動産仲介及び賃貸

095 広告･調査･情報ｻｰﾋﾞｽ

096 物品賃貸ｻｰﾋﾞｽ

097 自動車･機械修理

098 その他の対事業所ｻｰﾋﾞｽ

099 娯楽サービス

100 飲食店

101 旅館 その他の宿泊所

12 石油 石炭製品

13 窯業･土石製品

14 鉄鋼･非鉄金属

15 金属製品

16 一般機械

17 電気機械

31 公務

32 教育･研究

33 医療･保健･社会保障･介護

34 その他の公共サービス

35 対事業所サービス

36 対個人サ ビス 023 有機化学基礎製品

024 有機化学製品

025 合成樹脂

026 化学繊維

049 事務用･サービス用機器

050 民生用電子･電気機器

051 電子計算機･同付属装置

052 通信機械

075 不動産仲介及び賃貸

076 住宅賃貸料

077 住宅賃貸料(帰属家賃)

078 鉄道輸送

101 旅館･その他の宿泊所

102 その他の対個人ｻｰﾋﾞｽ

103 事務用品

104 分類不明

17 電気機械

18 輸送機械

19 精密機械

36 対個人サービス

37 事務用品

38 分類不明
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（３）エネルギー地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定

①想定の考え方

・現行推進計画に記載されている対策・施策を基本としつつ 地域の自然資本の活用 地場産業・現行推進計画に記載されている対策・施策を基本としつつ、地域の自然資本の活用、地場産業
との連結等、地域経済の活性化等の観点から、重要と思われる対策・施策を想定する。

・基本的に既存の産業連関表をベースに、 終需要の変化による地域への影響を見ることとする。

・具体的には 以下の４つの施策を想定・具体的には、以下の４つの施策を想定

エネルギー地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）

a.全国屈指の日射量や森林資源等を活用した再
生可能エネルギーの普及

b.安全・安心な良質住宅供給施策等と連動した省
ネ住宅新築 改修 全面展開

①再生可能エネルギーの
普及

②建築物・住宅単体対策

c.我が国唯一（2008年12月現在）のCO２連動型交
通エコポイントの活用等による公共交通活性化

エネ住宅新築・改修の全面展開

③公共交通の利用促進等
のまちづくり

②建築物 住宅単体対策

d.上記a.～cの対策結果としての環境価値
（CO2排出権等）の創出と域外移転
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（３）エネルギー地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定

②想定する対策・施策（案）

a.全国屈指の日射量や森林資源等を活用した再生可能エネルギーの普及

＜概要＞

日射量全国一、森林面積84％などの恵まれた自然資本を活かした再生可能エネルギー促進策を実施。具体的に
は 森林バイオマス 太陽光・熱利用を想定は、森林バイオマス、太陽光・熱利用を想定。

再生可能 ﾊﾞｲｵﾏｽ利用

＜主な 終需要の与え方＞ ＜主な対応部門＞

バイオマス利用に関する 木材チップ
産業連関分析の産業連関分析の
基本的考え方基本的考え方

対策・施策

再生可能
エネ普及

ﾊ ｲｵﾏｽ利用
の増加

太陽光・熱利用
の増加

イオマス利用に関する
家計消費支出等増

木材チップ
⇒016；製材・木製品

ｶﾞｽ・石油機器及び
暖厨房機器
⇒045；その他金属製品

基本的考え方基本的考え方

新エネ利用機器に関する
家計消費支出等増

光熱費
の削減

灯油・電力・ガス等に関する
家計消費支出減

石油製品（灯油、その他）
⇒029；石油製品
電力・都市ガス
⇒23；電・ガ・熱

可処分所得増
各財・サービスに関する

＜考えられる施策例＞

•森林環境税の上乗せ（又は電気税・ガス税の復活）を財源とした環境価値の買取り

新築住宅 建築物に対して 定の再生可能エネルギ 利用の義務付け

可処分所得増
各財 サ ビスに関する

家計支出増（一定割合を仮定） 各産業部門
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•新築住宅・建築物に対して、一定の再生可能エネルギー利用の義務付け

•農業用Ａ重油を木質チップに転換／公共施設への設置

•首都圏等への環境価値の移出



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（３）エネルギー地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定

②想定する対策・施策（案）

b.安全・安心な良質住宅供給施策と連動した省エネ住宅新築・改修の全面展開

＜概要＞

地場産材（自然素材）を活用した国産材住宅、シックハウスフリー住宅建築、耐震リフォーム、超寿命住宅等の良
質住宅供給ニ ズとあわせ 省エネ新築 リフォ ムの実施を促進することで 林業等の素材生産事業者や地場工質住宅供給ニーズとあわせ、省エネ新築・リフォームの実施を促進することで、林業等の素材生産事業者や地場工
務店等の活性化を図る。

省エネ住宅 省 ネ住宅

＜主な 終需要の与え方＞

住宅購入 改修に関する産業連関分析の産業連関分析の

対策・施策 ＜主な対応部門＞

省エネ住宅
新築・改修
全面展開

省エネ住宅
新築・改修増加

省エネ設備購入
の増加

住宅購入・改修に関する
家計消費支出増

住宅建築・改修
⇒065；建築

省エネ機器に関する
家計消費支出増

産業連関分析の産業連関分析の
基本的考え方基本的考え方

ｶﾞｽ・石油機器及び
暖厨房機器
⇒045 その他金属製品の増加 家計消費支出増
⇒045；その他金属製品

光熱費
の削減

灯油・電力・ガス等に関する
家計消費支出等減

石油製品（灯油、その他）
⇒029；石油製品
電力・都市ガス
⇒23；電・ガ・熱

可処分所得増
各財・サービスに関する

＜考えられる施策例＞

•各種住宅減税への上乗せ（住民税控除限度額の増額）

可処分所得増
各財 サ 関する

家計支出等増（一定割合を仮定） 各産業部門
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•耐震・省エネ等のリフォーム診断制度の構築

•集団的建て替え・リフォームによる環境価値の取りまとめと移出

•公共関連住宅での率先導入



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（３）エネルギー地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定

②想定する対策・施策（案）

c.我が国唯一（2008年12月現在）のCO２連動型交通エコポイントの活用等による公共交通活性化

＜概要＞

交通エコポイント活用等により、公共交通利用促進を図ることで、地元企業である土佐電鉄（路面電車、バス）、土佐
くろしお鉄道（高知県 四万十市 安芸市 宿毛市が株主）等の活性化くろしお鉄道（高知県、四万十市、安芸市、宿毛市が株主）等の活性化

産業連関分析の産業連関分析の
基本的考え方基本的考え方 公共交通 公共交通利用者増

＜主な 終需要の与え方＞

公共交通利用に関する 鉄道旅客輸送

対策・施策 ＜主な対応部門＞

基本的考え方基本的考え方 公共交通
活性化

公共交通利用者増

自動車
移動減

ガソリン等
消費減

公共交通利用 関する
家計消費支出等増

鉄道旅客輸送
⇒078；鉄道輸送

ガソリン等利用に関する
家計消費支出等減

石油製品（ガソリン、軽油）
⇒029；石油製品

＜考えられる施策例＞

•県内事業所に対し、モビリティ・マネジメントの実施の義務化（条例）

•大規模小売店舗等の駐車場に対し、カーボンオフセットの義務化

（オ セ ト ク ジ ト とし だけ なくグリ 電力証書 交通 ポイ ト 森林 等を認める ）（オフセット・クレジット*として、CERだけでなくグリーン電力証書、交通エコポイント、森林VER等を認める。）

•特に高知市以外の地域おける「団子と串」構造の構築（集約型都市構造への誘導）
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（３）エネルギー地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定

②想定する対策・施策（案）

d.上記a.～cの対策結果としての環境価値（CO2排出権等）の創出と域外移転

＜概要＞

・上記a～dの温暖化対策を実施した場合に、地域に発生する環境価値（グリーン電力証書、CO2排出権等）を域外に
販売することで 地域経済への所得移転を図る販売することで、地域経済への所得移転を図る

＜主な 終需要の与え方＞対策・施策 ＜主な対応部門＞

産業連関分析の産業連関分析の
基本的考え方基本的考え方 各種温暖化

対策（a~d）
CO2排出権等の
環境価値発生

環境価値の
移出需要等増

温暖化対策実施に係る
各部門
⇒上記a~d.で挙げた部門

＜考えられる施策例＞

•排出権取引、グリーン電力・熱証書等の環境価値創出に関する制度の構築
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（３）エネルギ 地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定（３）エネルギー地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定

②想定する対策・施策（案）
まとめ

＜主な 終需要の与え方＞

エ
ネ
ル

対策・施策

a.全国屈指の日

射量や森林資源
等を活用した再

再生可能
エネ普及

ﾊﾞｲｵﾏｽ利用
の増加

太陽光・熱利用

バイオマス利用に関する家計消費支出等増
木材チップ
⇒016；製材・木製品

ｶﾞｽ・石油機器及び
暖厨房機器新 ネ利用機器に関する家計消費支出等増

＜主な対応部門＞

ル
ギ
ー
地
産
地
消

生可能エネル
ギーの普及

太陽光 熱利用
の増加

光熱費
の削減

灯油・電力・ガス等に関する
家計消費支出等減

暖厨房機器
⇒045；その他金属製品

新エネ利用機器に関する家計消費支出等増

石油製品（灯油、その他）
⇒029；石油製品
電力・都市ガス
⇒23；電・ガ・熱

可処分所得増 各財・サービスに関する
各産業部門消

シ
ナ
リ
オ
（高
知

省エネ住宅
新築・改修
全面展開

省エネ住宅
新築・改修増加

省エネ設備購入

住宅購入・改修に関する家計消費支出等増 住宅建築・改修
⇒065；建築

省エネ機器に関する家計消費支出等増
ｶﾞｽ・石油機器及び
暖厨房機器

b.安全・安心な

良質住宅供給施
策と連動した省
エネ住宅新築・
改修の全面展開

家計支出等増（一定割合を仮定） 各産業部門

知
県
で
実
施
す

公共交通
活性化

公共交通利用者増

自動車 ガソリン等

公共交通利用に関する
家計消費支出等増

鉄道旅客輸送
⇒078；鉄道輸送

ガソリン等利用に関する 石油製品（ガソリン 軽油）

の増加
省エネ機器に関する家計消費支出等増 暖厨房機器

⇒045；その他金属製品

c.我が国唯一の
CO２連動型交

通エコポイントの
活用等による公
共交通活性化

す
る
温
暖
化
対
策

各種温暖化
対策（a~d）

CO2排出権等の
環境価値発生

環境価値の移出需要等増
温暖化対策実施に係る
各部門
⇒上記a~d.で挙げた部門

自動車
移動減

ガソリン等
消費減

ガソリン等利用に関する
家計消費支出等減

石油製品（ガソリン、軽油）
⇒029；石油製品

共交通活性化

d.上記a.～cの対

策結果としての
環境価値（CO2
排出権等）の創
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策
）

排出権等）の創
出と域外移転

市内の生産額増に直接つながるもの



３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（３）エネルギ 地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定（３）エネルギー地産地消シナリオ（高知県で実施する温暖化対策）の想定

③対策・施策の導入量想定の基本的考え方

・バックキャスティングの考え方から、地域の温室効果ガスを２０２０年までに、２５～
４０％程度、削減するために必要となる対策水準を想定する。

・ただし、産業連関による経済効果の分析は、基本的には1年単位となることから、

具体的な想定数値としては、上記のバックキャスティング目標を達成するための「年
間あたりの導入量」という形での想定を行う間あたりの導入量」という形での想定を行う。

・その上で、上記の「年間あたりの導入量」に伴う経済効果が、2020年まで継続的に
累積した場合の経済効果（≒ 2020年に25~40％ のCO2削減が実現した場合の経済
効果）についても検討を行う。

・対策・施策種類毎の詳細な検討は、今後別途検討を行う。
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３．地球温暖化対策の実施による地域経済循環への影響分析について

３－３．ケーススタディの実施

（４）本分析の前提条件について

本分析は、今後、自治体が同種の検討を行う際の参考となるように、汎用性、簡便
性に配慮した手法を用いることとした そのため 既存の産業連関表をベースとして性に配慮した手法を用いることとした。そのため、既存の産業連関表をベ スとして
分析を行うこととしたが、その際、以下のような前提条件を置いている。

●地域の投入産出構造について

•本分析は、温暖化対策による 終需要の変化（化石燃料の移入需要減、環境価値
の移出需要増、関連機器・サービスの販売需要増等）を通じた地域経済への影響を
対象とした。この際、温暖化対策により地域産業の投入産出構造（投入係数）が変
わらないことを前提としているわらないことを前提としている。

•そのため、温暖化対策には、産業・業務部門での省エネ、新エネ導入に関する対策
等のように、新規産業の創出や中間需要としてのエネルギー費用の削減等を通じて、
地域の投入産出構造自体を変化させる側面をもつ対策は含まれていない地域の投入産出構造自体を変化させる側面をもつ対策は含まれていない。

cf．地域の投入産出構造の変化を想定した分析事例として「資源循環型社会における地域経済活性化の
効果～岡山県真庭市におけるバイオマス事業」（中村他）がある。

●データの時点について●デ タの時点について

•データの時点については、既存の産業連関表の 新時点（平成12年）を用い、簡易
延長表の作成等のデフレートは行わなかった。
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４．地域経済循環の観点から都市構造対策を円滑化する手法の検討

４－１．検討にあたってのスタンス

◇環境開発権取引きを検討する背景◇環境開発権取引きを検討する背景

○環境への負荷低減を目指した集約型都市構造の実現

・市街地の密度と自動車によるCO2の排出は関係があるということが言われており、公共交通の駅及び沿線を中心
に市街地の形成を図る集約型都市構造は地球温暖化に寄与する都市の構造であると言える
そのため これ以上の市街地の拡散を抑え 公共交通を中心にある程度 密度の高い市街地の形成を図るため・そのため、これ以上の市街地の拡散を抑え、公共交通を中心にある程度、密度の高い市街地の形成を図るため
の手法を構築することが必要である

○微気候の改善など都市環境の改善を図る緑地や風の道の創出

・緑地は微気候の緩和や炭素の吸収源など広範囲に都市環境の改善に寄与するものである。しかしながら、これま
での市街地の形成により 緑の量の減少や 風の阻害が発生してきているでの市街地の形成により、緑の量の減少や、風の阻害が発生してきている

・そのため、緑地の保全と創出や、風の道創出が大きな課題となっているが、これまでのような公共投資による緑
地の創出や保全等の手法だけでは限界があり、民間の資金も導入しながら緑地の保全、創出や風の道創出を進
める手法の構築が必要である

このような事を実現する為には大きく以下のような方法があると考えられる

①都市全体の方針とし ②規制を強化する ③都市の開発と緑の保
て位置付ける 全・創出をリンクさせる

「都市計画マスタープラ ゾーニングの強化（都市
計 行政 タ ）

受けるツールが原状で
無ン」、「緑の基本計画」で

の位置付けで対応（都
市計画行政のマター）

計画行政のマター） は無い

都市開発と歴史的景観
の保全をリンクさせた開
発権移転や容積移転が
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発権移転や容積移転が
参考になるのでは

開発権移転・容積移転の考え方を参考に、上記目的を実現するツールとして
組み立てるための論点を整理することが必要



４．地域経済循環の観点から都市構造対策を円滑化する手法の検討

４－２．検討項目

①アメリカにおける開発権移転についての考え方・仕
組みの整理

・ニューヨーク州の仕組みを中心として、開発権移転の

②我が国における容積移転の手法整理

・我が国で現状行える容積移転の手法について都市
計画制度などを参考に整理するュ ヨ ク州の仕組みを中心として、開発権移転の

考え方と具体的な仕組みについて整理する

・整理にあたっては、インターネット等による情報収集
のほか、学識経験者へのヒアリングを通じて整理を
行う

計画制度などを参考に整理する

・事例については、代表的なものとして東京駅周辺の
事例を取り上げ整理する

③開発権移転・容積移転に関する政策検討動向の整理

⑤
⑥環境開発権取引きを

・集約型都市構造に向けた「ツイン市街地整備」や「飛び換地手法（ツイン
区画整理）」など、環境開発権取引きのスキームを検討する上で参考と
なりそうなトピックスを整理する

⑤都市開発のあり方に
関する情報整理

・環境開発権取引きを
行うためには、成長管
理的考え方で 環境

実現するための法的・
制度的課題の整理

・容積の売買ということ
が法的には位置づけ
られていない中で 環

④環境開発権取引きのスキーム検討

・上記までの整理を受けて、集約型都市構造を実現するためのツールと
しての環境開発権取引きのあり方について検討する

理的考え方で、環境
の観点から都市の開
発を適切に誘導する
事がポイントであると
考える

られていない中で、環
境価値のやりとりをど
のように実施するのか
について明らかにする
ことがポイントであると環境開発権取引き あり方 検討する

・環境開発権をやり取りするというスキーム自体はシンプルなものである
が、実際にやり取りを行うためには、環境価値として何を対象とするの
か、様々な法的枠組みや都市開発そのもののあり方について整理して
行くことが必要となり、⑤、⑥で設定するような検討項目を取り込んだ上

・そのため、成長管理政
策や特区制度など都
市開発を誘導する考
え方について整理す
る

考える

・具体的には財産権の
考え方や権利取得に
よる税金などが考えら
れる
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で、考え得るスキーム提案を行うる れる


